
経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者の公募等実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号。以下「法」という。）

第 36 条の規定に基づき、経営管理実施権配分計画が定められる場合に経営管理実施

権の設定を受けることを希望する民間事業者の公募及び公表について、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（公募の区域） 

第２条 公募の区域は、富山県全域とする。 

 

（公募の期間） 

第３条 公募の期間は、毎年２月１日から３月１０日までとする。開始日及び最終日が

土曜日・日曜日などの閉庁日にあたる場合には、その翌開庁日とする。 

 

（応募資格） 

第４条 公募に応募できる民間事業者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

（１）自己又は他者の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現

場作業職員により又は他者への請負により、造林、保育、素材生産等の林業生産活動

を行っている者 

（２）法人格を有する者（以下「法人」という。）にあっては、県内に主たる営業所を

有する者 

（３）法人格を有しない者（以下「個人」という。）にあっては、直近の３年間、県内

での林業生産活動の実績を有する者 

（４）県税及び市町村税（全税目）について未納の税額がない者 

 

（提出書類） 

第５条 公募に応募しようとする民間事業者（以下「申請者」という。）は、申請書（別

記様式第１号）を知事に提出するものとする。 

２ 申請書には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

（１）基本情報（別記様式第２号） 

（２）経営管理に関する情報（別記様式第３号） 

（３）経理状況の概要（別記様式第４号） 

（４）登記事項証明書（申請者が法人の場合） 

（５）住民票の写し（申請者が個人の場合） 

（６）共同販売・共同出荷に関する協定書等の写し 

（７）主伐後の再造林の確保に関して連携する民間事業者との協定書等の写し 

（８）請負契約書の写し等事業実績が確認できる書類 



（９）伐採・造林に関する行動規範やガイドライン等の写し 

（10）社会・労働保険等への加入状況が確認できる書類 

（11）修了証の写し等労働安全衛生法に基づく特別教育の実施状況が確認できる書類 

（12）直近３年分の貸借対照表及び損益計算書の写し（申請者が法人の場合） 

（13）直近３年分の青色申告決算書等の写し（申請者が個人の場合） 

（14）その他 

３ 申請書は、法人にあっては主たる営業所の所在地、個人にあっては主たる林業生産

活動の所在地を所管する農林振興センターを経由して、第３条に規定する公募の期間

内に知事に提出するものとする。 

４ 申請書類の提出部数は、正本１部及び副本１部とする。 

 

（判断する基準） 

第６条 法第 36 条第２項の要件に適合するか否かを判断する基準は、別紙「経営管理

実施権の設定を受けることを希望する民間事業者の選定基準」のとおりとする。 

 

（応募内容の整理） 

第７条 知事は、申請書の提出があったときは、申請者が経営管理実施権の設定を受け

ることを希望する区域ごとに、応募内容を申請者名簿（別記様式第５号）に整理する

ものとする。 

２ 申請者名簿には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）整理番号及び整理年月日 

（２）申請者の名称、住所及び代表者氏名 

（３）第５条第２項第１号から第３号までに掲げる事項 

 

（市町村による事業者の推薦） 

第８条 知事は、申請者名簿を申請者が経営管理実施権の設定を受けることを希望する

区域を所管する市町村に提示するものとする。 

２ 市町村長は、前項の規定により提示された情報を踏まえ、法第 36 条第２項の規定

に基づき県が公表する民間事業者にふさわしい者を推薦することができるものとす

る。 

３ 知事は、前項の規定による市町村の意向を踏まえ、第６条の判断する基準に基づき、

申請者が法第 36条第２項の要件に適合するか否かを判断するものとする。 

４ 前項の規定により、法第 36 条第２項の要件に適合すると認められた者（以下、「意

欲と能力のある林業経営者」という。）は意欲と能力のある林業経営者名簿（別記様式

第 6 号）に登載するものとする。 

５ 意欲と能力のある林業経営者名簿には、次の各号に掲げる事項を記載するものとす

る。 

（１）整理番号及び整理年月日 



（２）申請者の名称、住所及び代表者氏名 

（３）申請者が経営管理実施権の設定を受けることを希望する区域 

（４）有効期間 

 

（意欲と能力のある林業経営者名簿の公表） 

第９条 知事は、県のホームページにおいて意欲と能力のある林業経営者名簿を公表す

るものとする。 

２ 知事は、前項の規定による公表の前に、意欲と能力のある林業経営者名簿への登載

について（別記様式第７号）申請者に通知するものとする。 

３ 公表内容の有効期間は３年とする。 

４ 公表内容の更新を希望する意欲と能力のある林業経営者は、公表内容の有効期間終

了日の２か月前までに第５条記載の書類（申請書及び添付書類）を知事に提出するも

のとする。 

 

（実施状況の確認） 

第 10 条 知事は、公表後に法第 36条第 2項に規定する要件に適合するか否かについて

毎年度審査するものとする。 

 

（変更の届出） 

第 11 条 意欲と能力のある林業経営者は、公表内容に変更があったときは、変更届（別

記様式第８号）を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、前項の規定による届出があった場合には、速やかに意欲と能力のある林業

経営者名簿を修正し公表するとともに、関係する市町村に通知するものとする。 

  

（公表の取りやめ） 

第 12 条 知事は、意欲と能力のある林業経営者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、当該意欲と能力のある林業経営者の情報についての公表を取りやめるものとす

る。 

（１）公表後に法第 36 条第 2 項に規定する要件に適合しなくなったと認められる場合 

（２）意欲と能力のある林業経営者が、法人にあってはその消滅、解散等が確認された

場合 

（３）意欲と能力のある林業経営者が、個人にあってはその死亡が確認された場合 

（４）意欲と能力のある林業経営者からの申出があった場合 

（５）申請書又は変更届の内容に虚偽の記載が確認された場合 

（６）その他知事が定める場合 

２ 知事は、前項の規定により公表を取りやめたときは、速やかに当該意欲と能力のあ

る林業経営者及び関係市町村に別記様式第９号により通知するとともに、県のホーム

ページにおいて当該意欲と能力のある林業経営者名及び公表を取りやめた理由を公



表する。ただし、前項第３号の場合は除く。 

 

附 則 

この要領は、平成 31 年４月 １日から施行する 

この要領は、令和２年４月 １日から施行する 

この要領は、令和３年１月 25 日から施行する 

この要領は、令和４年２月 １日から施行する 

 


